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1.科 学技術の意味 と基本権 との関連性

1.

科 学技術 時代 にお け る憲法 の構造 変化 は どの よ うな もので あ り、 それ に対処

すべ き新 しい課 題 は何 で あ るのか な どの主 題 は、`科 学 技術 時代 にお け る基 本

権 を一般 的論題 としなが ら も、個 別 的 には`情 報 通信'、`生 命 科 学'そ して

`核エネ ルギー'な どの科学技術 を具体 的 な課題 と して提 示 しな けれ ぼな らな い

で あ ろ うが、本稿 で は、`科 学技術 時代 におけ る基 本権 を中心 に論 ず る こ とに

す る。 これ は、 科学技 術 とそれ を土 台 として形 成 され行 く時代 にお け る国民 の

基本 権 の意 義、性 格 お よび 内容 、 そ して その適用 な ど と関連 した論議 を しよ う

とい うもので あ る。 それ ゆ え、 論議 の前提 として まず整 理 しな けれ ばな らない

もの は、`科 学 技術'の 意 義 とい え よう。 す なわ ち、`科 学技術 時代 にお け る基

本権 とい うこの主題 は、`今 日'の 科学技術 が有 す る属 性 ない し特徴 と基 本権

との 関係 を探 る とい う意 味 を持 つだ けで な く、 さ らに は`科 学 技術 時代'と い

う言葉 が持つ 特別 な含 意 を探 って、 それ と基 本権 が結 び付 か ざ るを得 な い一定

の意 味 の輪 を探 す とい う意 味が あ ろ う。 ともあれ、`科 学技術 時代 にお け る基 本

権'と い うこの論題 を掲 げた本稿 は、 科学技 術 の時代 にお ける憲 法 の問題 、特
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にその 中で も科学 技術 と国民 の基 本権 はいか な る状 況 に あ り、 また今 後 どの よ

うにあ らね ばな らな いのか を`概 括 的 に'素 描 す る もので あ る。具体 的 ・細部

的内容 は、個 別 の論題 の下 で論議 され る こ とが適切 で あ ろ うか らで あ る。

ここで論議 す るc科 学 技術 時代'に お け る科 学技 術 とは、1980年 代 か ら科 学

者 た ちが原子 と分 子 の構成 原理 に基 づ いて新 しい物 質や構 造 の開 発 と、 その物

理 的、化 学 的、生 物学 的 な理解 と応用 を研 究 し姶 めた`nano(極 微細)科 学 技

術'を は じめ、 ほ とん ど同 じ時期 か ら飛躍 的 に発展 し始 めた`情 報 電子 科学技

術'、`生 命科 学工 学'を 指称 す る もの であ る。`Nano科 学技術'(NT:Nano

Technology)、`情 報 電子 科学技 術'(IT:InformationTechnology)お よび

`生命 科学 工学'(BT:BioTechnology)の3領 域 の科学 技術 ない し科学 工学

は、20世 紀 の科学技術 が持つ特性 とは基本 的 に異 な るもの と指称 され るだ けの、

その ような属 性 を持 っ とい うこ とであ る。20世 紀 の科 学が数学、物 理学、化学 、

生物学 の発 展 と共 に宇宙 の生成 、物 質 の構 成 、生 命 の根 源 に対 す る理解 を深 く

した とすれ ば、21世 紀 の科学 はすで に1960年 に アメ リカの ノーベル物 理学 賞受

賞者 で あ る リチ ャー ド ・フ ァイ ンマ ン博 士 が予見 した よ うに、原 子や 分子水 準

にお いて物 質 の性質 を調 節 す る こ とに よって今 まで作 られ た もの の万 分 の一 の

大 きさの機i械的構 造 を作 る こので きるNTを 基盤 とす るITとBTな どの3大
z)

科学技術 を その 中心 に置 いてい るので あ る。"今 日の科学技術 時代"と い う とき

のその科学 技術 として指称 され るそれ らの個 別 科学技術 は、20世 紀 の科学 と区

別 され る`21世 紀'の 科学 、近代 と区別 され る`現 代'の 科学 、 これ まで の過

去 とは区別 され る`今 日'の 科学 技術 の時代 を開 く核 心領域 にな って い る とい

え よ う。

今 日の この よ うな科 学技術 に対 す る基 本権 的接 近 は、科 学技術 が その機 能 を

`科学技術'の た めの もの に限定 す る場合 には存在 し難 い論議 の領 域 で あ る
。 な

ぜ な らば、 この ときには、科学技術 に関連 す る論議 は、大部分 が科学技術 の`i振

興 とい う次 元 に止 ま るよ うにな るか らで あ る。 したが って、 科学 技術 に対 す

る基本 権 的接 近 の可能性 は、今 日の科学技術 の発展 お よび これ に随伴 して現 れ

る社 会 的資 源 の配 分 な い しそれ が社 会 ・経 済 に及 ぼす影響 の増 大 に起 因す る対

社会 的責任 な どを、社 会構成 員 た ちが正 当 に認 識 す る土 台 の上 で初 めて設 け ら

れ る こ とので きる領 域 とい え るの で あ る。 この ときに、 科学技 術 と基本 権 とい
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う議題(agenda)は 、一 つ の政 策 の問題 また は法 の問題 、 さ らには憲法 上 の権

利 で あ る基本権 的 問題 の領 域 に まで至 るよ うにな る。

2

`科学 技術 時代 にお ける基本 権'と い う ときの その科 学技 術 の事 実的意 味 が

この よ うに整理 され る とす るな らば、 その よ うな科学 技術 と基本 権 との 関係 を

概括 的ではあって も整理す るために要求 され るも う一つ の ものが、`科 学技術'と

い う言葉 が持 っ規範 的意 味 で あ る。

規範 的側面 にお ける`科 学 技術'と い う用 語 は、大韓 民 国憲法 において は`学

問 と芸術 の 自由'を 定 め る憲法 第22条 の第2項 で 「著作者 、発 明家 、科学 技術

者 お よび芸術家 の権利 は、法律で保護 す る」とい う ときの、その`科 学技術者'と

い う用 語 として表現 されて い る。 この よ うに憲法 に規定 された`科 学 技術 者'と

い う単語 が 内包 す る意 味 を把握 す るた め には、 次 の三 っ の点 が判 断 の基 礎 にな

り得 る。 まず`科 学技 術者'と い う用 語 が学 問 と芸術 の 自由 を規 定 す る基本 権

の条文で定 め られた とい う点、次 に科学技術者 とい う用 語 自体 が`科 学技術者'が

持つ`権 利'の 主体 とい う側 面 か ら規 定 された とい う点、 か くして、 結局、`科

学技術'と い う言 葉 で な く`科 学技術者'と い う用 語 が憲 法第2章 の 「国民 の

権 利 と義務 」 とい う基本 権 の章 で言及 されて い る とい う点 を認 め る こ とが で き

るので あ る。

この よ うな点 に基 づ くとき、`科 学技術'と`基 本 権i'の 関係 は、 科学技術 を

研 究 す る研 究者 の学 問 の 自由、科学技術者 の権 利 としての財産権(特 に精神的財
2)

産権な ど)の 保護 、 そ して国民 の科学 技術 に対す る権利 と国家 の科学技 術保護 義

務(憲 法第10条)な どが その内容 として論議 され得 る と思 われ る。 この ような科

学 技術 を対象 にす る基本 権 につ い ての論 議 が特 に意 味が あ るの は、科 学技 術者

の科学技術 の研 究 お よび結果 が一 般 国民 た ち の権 利利 益 に対 して及 ぼ しつづ け

る関係 で あ る。例 を挙 げれ ば、情報 通信 技術 の発達 に随伴 して現 在 に至 る まで

我 々 が見 出 しう る最 も大 きな問題 点 は、 そ の逆 作用 、 す な わ ち`技 術 的 リス

ク'(technologicalrisk)と して現 れ る一般 国 民 の プ ライバ シ ー権(theright

ofprivacy)侵 害 な どに関連 す る諸 事項 で あ り、生命科 学工学 の場合 もや は り特

に人 間複 製(グ ロー ン)と 関連 して起 きる人 間の尊厳性 自体 の侵 害問題 は もち ろ
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3)

ん、遺伝子情報に対するプライバシー権などが論議の対象になってお り、さら

には核エネルギーなどの場合にも人間の平和に生存する権利ないし環境権など

が特に侵害 され得 る権利利益の領域に入っている。 このような諸問題 に対する

解決方法の追究およびその解決の方式を摸索するための研究作業などに関連 し
　ラ

ては、伝統的に`基 本権衝突'の 理論が援用 されてきた。

そこで、規範的側面における科学技術時代の基本権論議の所期の成果の達成

の可否 は、プライバシー権や人間の尊厳 と価値または環境権などの個別基本権

の意味ないし範疇などを新たに普遍的に設定できるか否かにかかっているであ
5)

ろ う。 この よ うな作業 を遂行 す る過 程 にお いて、科 学技 術 自体 に対 して持 つ国

民 の権 利 に対 比 され る科学 技術研 究者 の研 究 の 自由 とい う基 本権 との間 の関係

か ら抽 象 的 に形成 され る基 本権 衝突 の論 理 によ る基 本権 効 力 の範 囲 の画定 も要

求 され るで あ ろ うが、 これ よ りもさ らに具体 的 な接 近 の方式 は、 これ らの科学

技術 に関連 す る法制 を同時 に視 野 に置 きなが らな され る基本 権 の論議 で あ り、

それ こそが この議題 を抽 象 的 な次元 か ら具体 的 かっ実 質 的 な論議 の場 に引 きつ

け る こ とがで き る とい え よfi)。もちろん細 部的 な その 内容 につ いて は、"情 報 通

信 の発達 と憲法 上の課題"で あ る とか"生 命 科学 の発達 と憲法上 の課 題"、 そ し

て"核 エ ネ ル ギーの平和 的使用 と憲法 上 の課 題"な どの各個 別 的 な主題 の下 で

論 じ られ な けれ ばな らな いで あ ろ うが、本稿 は、 それ らよ りも概 括 的で一 般論

的 な内容 にな らざ るを得 ないで あ ろ う。

3

"科学技術時代 にお ける基本 権"と い う包括 的で一般 的 な論 題 を持 つ本稿で は
、

z)

科学技術を研究する研究者の学問の自由、科学技術者の権利 としての財産権(特

に精神的財産権など)の 保護、国民の科学技術に対する権利 と国家の科学技術保

護義務などの内容についての整理が必要であろうと考 えられ るが、これもやは

り各個別的 ・具体的な論題 と関連 してなされることが、関係する内容の具体性

の獲得 という側面から適切であろうと思われる。すでに一般論 としても(例 えば

財産権ないし基本権保護義務論など)ま たは具体的な=法制の領域においても(例 え

ば知的財産権法など)、その憲法的内容に対 しては相当な程度で整理されているこ
8)

とが知 られ て い るた めで あ る。 また、個別 的科学技 術 に関連 した事項 、す なわ
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ち情報通信や生命科学または核エネルギー使用などのその各科学技術 自体の発

展および内容そしてその発達の過程で衝突するようになる国民の他の基本権 と

の間の調和的な内容に関連する具体的な内容もまた個別の主題の下で担当すべ

きもの と考えられるので、 ここでは原則的かつ全体的な立場か ら、そのような

内容が現在の韓国の法制にどのように反映されてお り、 したがっていかなる視

角からこれを見なければならないのかなどを、概括的に考察することで満足 し

ようと思う。

豆.韓 国における科学技術の現況 と法制

1.

韓 国 の憲法 は、 た とえ その見解 に相違 はあ る と して も、 国家 目標 と して の社

会 国家 、文化 国家、 情報 国家 な どを実現 す る諸規 定 を明示 的 また は黙 示 的 に置

いて い る。 この よ うな 国家 的 目標 の実現 とい う側 面 か ら見 られ る科学 技術 時代

の韓 国 的現況 は、一 方 で は科 学技術 を社 会 国家 な どの 国家 目標 を実現 す るため

の基 盤造成 として理解 して 国家が これ を振興 させ なが ら も、他 の0方 で は科 学

技術 か ら生 じ得 る逆作 用 か ら個 人 の 自由 と権 利 を現実 に保 護 す る こ とので きる

基 本権 の理 論 ない しその実現 の法制 の整 備 を も併 せ て設 定 すべ きで あ る とい う

立場 に立 つ もので な けれ ぼな らない。情報 国家 の実 現 のた めの科 学技 術 と して

の情報 電子 科学 技術 の部 門以 上 に、 文化 国家 の実現 の ため の科学 技術 として、

ポス ト半導 体 としての生命 科学 工学 や極微 細 科学 技術 な どを考 え るこ とが、 そ

れ で あ る。

半導体 技術 を中心 にす る情報 電子 科学技術(IT)分 野 にお いて、韓 国 の1980

年 代が4メ ガDラ ム半導体、個人用 コンピュー タな どを開発 した とすれ ば、1990

年代 は先 導技術 開発事業 によって256メ ガDラ ム、CDMA、TFT-LCDな どを開

発 した し、今 で は21世 紀新産 業 を先導 す る未 来 の源 泉 で あ る核 心的基 盤技 術 お

よび公 共福祉 技術 な どの科学 技 術へ と視 線 を転 じて い る。 それ が生 命科 学 工学

(BT)な い しナ ノ(極 微細)科 学 技術(NT)な どで あ り、 これ らNT、BT、

ITな どが融合 した技術(例 えば生物情報学、知能型 ロボッ ト、人工知能な どのBio-

IT技 術およびナノ医薬、知能型薬物伝達システムなどのNano-Bio技 術)の ほか に、
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環 境 科 学 技 術(ET:EnvironmentTechnology)、 脳 科 学 技 術(BT:Brain
9)

Technology)な どの すべて の技術 と産業 にわた って い る。

「情 報電 子科学技術(IT)」 には、terra級 半 導体 の開発 、32bit低 電力高性 能

MCU常 用化 、 電光(all-optical)で 信 号 処理が 可能 な光論理 回路 お よび光演算

シス テム半導体 の具 現、1.2kV/80A超 伝 導寒流器 開発、特 定温 度 以下 で電気 抵

抗 が0に な る超 伝導物質 の活用 すなわ ち超伝導送 電cablemotor変 圧 器、 次世

代移動通信用 情報素子開発 、専有機(ail-organic)次 世代systemdisplay(ASD)、
10}

TPT-LCD、PDP技 術 な どが あ る。 「生命 科学工学(BT)」 とい う生命工 学育成

基本計 画(1994～2007)の 下 に健 康 な生命社 会 の指 向のた めの技術 として の遺伝

(人間、作物、微生物)学 、 蛋 白学 、細胞 応用 研究 、脳 科学 な どを基礎 と して、

Bio-discovery、Bio-challenger、Bio-fusion、Bio-infraな どの研究 、胃癌遺

伝子発 掘 、遺伝子DNAチ ップ製作 、人 間遺 伝 お よび疾病 治療 の核 心で あ る蛋 白

質の機能 分析 を通 じた診断 お よび新 医薬候補物 質開発 、 すなわ ち(胃 癌、肝癌な

どの)抗 癌 剤、糖尿病 、高血 圧、痴 呆 な どの難病 、不治病 の治療 剤の開発、植物

多様性 資 源 を活用 した生命 工学 、生 体機 能調 節物 質 の開発 、細胞 技術 を利用 し

た退行性 疾 患 の治療法(細 胞治療)な どの順機 能 的発展 が あ る。 「ナ ノ科 学技術

(NT)」 で は、 次世 代新 産 業創 出 のた めのnano-frontier技 術 お よび量子 コン

ピュー タ、 分子機 械 、磁器 組 立 な どの ナ ノ基礎研 究 活性化 、 ナ ノ素 子 、 ナ ノ素
ぬ

材、 ナ ノ ーメカ トロニ クス(nano-mechatronics)、 ナ ノーバ イ オ(nano-bio)・

環境 ・エネル ギー、 ナ ノーイ ンフラ(nano-infra)、 ナ ノ核心基盤技術 開発事業 を

通 じた ナ ノ触媒 、 ナ ノ太 陽 電池、 ナ ノ記憶媒体 、炭 素nano-tube半 導体素子 の

開発 な どの ナ ノ基 盤 ・源泉 技 術 の開発 が あ る。 この ほか に 「核 エネ ル ギーの平

和 的利用 」は、原 子力法第9条 の2(原 子力研究開発事業の推進)な どの規定 に沿 っ

た原 子 力核 心技 術 の開発 お よび安全 性確保 、 新 た な原 子炉 技術 開発 に よる安 定

的 なエネ ル ギー供 給、新 型軽 水炉 、水素 生産 原子 炉 の開発 、第4世 代 原子 力 シ

ステ ム(Gen-IV)、IAEA革 新 型原子 力 システ ム(INPRO)な どの未来原 子力 シ

ステ ム、新 型原 子炉 、核 非 拡散性核 原料 周期技 術 、放射 線技術(RT)開 発 計画

(2002～2006)に 依拠 す る放射性 同位 元素 生産(25%水 準)お よび放 射線 の医療 ・

農 業 ・環 境 ・工業 分野 へ の利 用技 術 開発 、 その他 、原 子 力安全研 究 のた めの原

子力 、熱水 力実証 実験 お よび評価 技術機 器、 構造 物健 全 向上技 術 な どの固有 な
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核心技術確保が構築されている。

2,

今日の科学技術時代における科学技術は、技術集約的かつ情報中心的であ り、

そして人間自体を対象にするなど、知識 と情報の生産構造を変えている。生命

科学工学が特にそうである。その中でも争点になっている人間複製などの研究、

およびその結果などの認定の範疇に関 しては、それが1・ 国民の人間 としての

尊厳 と価値などの基本権 に関連 した事案であるだけに、科学者の役割は人間複

製が どの程度可能であるのかなどの説明に集中すべきであ り、果た して人間複

製が許容されるべきか、あるいは規制 されるべきかについては、社会または立

法府や関連行政府などの国家が、共同体の規範 と原則に基づいて決定するよう

にして、 より具体的な諸事項については各個別法制の状況を前提にした細部的

な論議に引き継がれ るのである。科学技術時代における基本権の諸問題 を各々

その個別法制に盛 られた内容に関連 して考察することが要求される理由は、そ

のためである。それだけに科学技術全般にわたる韓国の法令の現況を、`行政組

織 ・通則'、`科 学技術振興政策'、`尖 端科学技術振興'、`情 報環境社会関連'に

分けて概観するならば、差 し当たっての論議の具体的な指針が用意されるだろ

うと思われる。

「行政組織 ・通則」には、`国 家科学技術諮問会議法'を 母法 として、同法施

行令、科学技術部[科 学技術省]と その所属機関職制、同職制施行規則、気象庁

とその所属機関職制、同職制施行規則、科学技術部長官の所属庁長に対する指

揮に関する規則(総 理令)な どがある。

「科学技術振興政策」には、`科学技術基本法'を 母法 とする同法施行令およ

び施行規則、国際科学技術協力規程、国家研究開発事業の管理等に関する規程

などと`技 術開発促進法'お よびその施行令 と施行規則、そしてこれに加えて

`基礎科学研究振興法'お よび同法施行令
、`先導技術開発事業共同管理規程'な

どがある。また`協 同研究開発促進法'お よび同法施行令、`民 ・軍兼用技術事

業促進法'お よび同法施行令そして民 ・軍兼用技術開発事業共同管理規程、`エ

ンジニアリング技術振興法'お よび同法施行令 と施行規則、`特定研究機関育成

法'お よび同法施行令、`産業技術研究組合育成法'お よび同法施行令 と施行規
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則、`大 徳研究団地管理法'お よび同法施行令 と施行規則、`技術士法'お よび

同法施行令 と施行規則、`科学館育成法'お よび同法施行令 と施行規則そして国

立科学館推進委員会規程、国立中央科学館展示品観覧規則、全国科学展覧会規

則な どがある。また`韓 国科学技術院法'お よび同法施行令、韓国科学技術院

学士規程および科学英才選抜委員会規則、`光州科学技術院法'お よび同法施行

令、`韓 国科学財団法'お よび同法施行令、i科学技術人共助会法'、`女 性科学

技術人育成及び支援に関する法律'な どがある。現在`国 家研究開発事業の管

理等に関する規程'に 従って、これらの研究事業を管理 している。

「尖端科学技術振興」法制には、`生命工学育成法'お よび同法施行令、`脳研

究促進法'お よび同法施行令、`ナ ノ技術開発促進法}お よび同法施行令な どが

ある。

「情報環境社会関連」法制には、原子力に関する法律が`原 子力法'お よび同

法施行令 と施行規則を中心 として、原子力に関する発明特許に対する奨励金及

び賞金交付規程、原子炉施設等の技術基準に関する規則、放射線安全管理等の

技術基準に関する規則そして`原 子力損害賠償法'お よび同法施行令、`原子力

損害賠償補償契約に関する法律'お よび同法施行令、 韓 国原子力研究所法'お

よび同法施行令、`韓国原子力安全技術院法'お よび同法施行令、`放射線及び

放射性同位元素利用振興法'、`原 子力施設等の放射能防護及び防災対策法'、`多

目的実用衛星開発事業共同運営指針'な どがある。

以上のような科学技術関連法制は、何 よりも科学技術の振興のための法制で

あるとい う共通点がある。すなわち、その社会的含意 とか経済的問題 または社

会的 リスクなどの逆機能に備えた法制は、未だ本格的に成案されていないのが

現実である。`生 命倫理及び安全に関する法律'が 数年間も国会に係留された後

に、やっと2004年1月29日 に通過 した現実がこれを物語って くれる。ただ し、

BT、NT、ITな どの代表的な科学技術分野のうちIT、 すなわち電子情報

科学技術の領域においては、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律、

公共機関の個人情報保護に関する法律、公共機関の情報公開に関する法律、電

子取引基本法、電子署名法、通信秘密保護法など、科学技術の発展に伴 うその

逆機能に対する関連法制が相当数制定されているという点は特記すべきである。

これは、 これ らIT関 連技術が市民たちの生活に及ぼす影響の直接性に起因す
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るところが大きいか らと思われる。そうであれば、科学技術 と基本権 との関連

性は、科学技術の発展 とその社会的含意を同時に追究する価値性を認識する過

程であるということができよう。基本権的観点から見 る科学技術関連法制の意

味を把握 してこそ、科学技術法制の発展に伴い変化せざるを得な くなる基本権

の意味と内容を正 しく認識することができるのである。同時に、それに伴 う各

個別的科学技術関連法制度の変化を正 しく認pで きるようにもなるのである。

これは科学技術の未来進化の方向を理解 して規範化する過程であると同時に、

科学技術専門知識を総合的に活用することのできる専門家たちの当為的要求を

盛 ることができるようになるのである。そして結果的に、科学技術時代におけ

る市民の参画を可能にさせ る国家の科学技術保護義務が、規範的に実効性を持

つようになる。国民の科学技術への権利が基本権 として成立することのできる

条件の充足が、相当な程度で形成され得るのである。

3

科学 技術 の個別 分野 に関連 す る国民 の基 本 的 な権利 を定 めた法律 を概 観 す る

とき、 まず`ナ ノ科学 技術'に 関 して は`ナ ノ技術 開発促 進法'が あ る。 この

法 律 は 「ナ ノ技術 の研 究基 盤 を造成 して 、 ナ ノ技術 の体系 的 な育成 ・発 展 を図

る こ とで、科 学技術 の革新 と国 民経済 の発展 に尽 くす ことを 目的 として」(法 第

1条)制 定 された。 ここで、`ナ ノ技術'と は、 「物 質 をナ ノメー トルの大 き さの

範 疇で操作 ・分 析 して これ を制御 す る ことで、新 し くまた は改善 され た物理 的 ・

化学 的 ・生物学 的特 性 を表す素材 ・素子 またはシ ステム 似 下 「素材等」 とい う。)

を作 り出す科学技術」、 「素材等 をナ ノメー トル(nanometer)の 大 きさの範 疇 で

微細 に加工 す る科学技術」 をい う(ナ ノ技術開発促進法第2条 第1項 、ア、イ)。 そ

して 「ナ ノパ ップ とは、 ナ ノ技術 の研究 開発 を推進 す るの に必要 な分 析 ・加 工 ・

工程 また は特 性評価 等 と関連 した一切 の装備 ・施 設 」 を い う(同 条第2項)。 政

府 もまた 「ナ ノ技術 の育成 ・発展 に関す る基 本施 策 を講 究 しなけれ ばな らない」

(法第3条 第1項)。 そ して 「ナ ノ技術 の研究 開発 を促進 す るため のナ ノ技術 総 合

発展 計画(以 下 「総合発展計画」 という。)を 立 て て これ を推 進 しな けれ ばな らな

い」(法 第4条 第1項)。

`生命科学工 学(BT)'に 関連 した法制 として は
、`生 命工 学育成 法'が あ る。
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`生命 工学'と は
、 「産 業 的 に有用 な生産 物 を作 りまた は生産 工程 を改 善す る 目

的で、 生物学 的 システ ム、 生体 、遺 伝 または それ らか ら由来す る物 質 を研究r

活用 す る学 問 と技術 」(法 第2条)を い うが 、 この法律 は 「生命工 学研 究 の基 盤

を造 成 して生命 工学 を よ り効 率的 に育成 ・発 展 させ て、 その開発 技術 の産業 化

を促 進 し、 国 民経済 の健全 な発展 に寄与 させ る こ とを 目的 と して」制 定 され た

(法第1条)。 この法律 に従 い 「関係部処 の長 は、所 管別 に生命 工学育成 に関 す る

計画 を科学技 術部長 官 に提 出 しな けれ ぼな らな い」(法 第4条)。 また生命 工学 の

一つ の分野 で あ る`脳 研 究'に 関連 して`脳 研究 促進 法'が 制 定 され てい る。

この法 律 は 「脳 研 究促進 の基 盤 を造成 して脳 研究 を よ り効 率 的 に育成 ・発 展 さ

せ て、 その開発 技術 の産業 化 を促 進 し、 国民福祉 の向上 お よび国民 経済 の健 全

な発 展 に寄与 す る ことを目的 として」(法第1条)制 定 された。 同法第2条 に よれ

ば、c脳 研 究'と は、 「脳 科学 、脳 医薬 学、脳 工 学 お よび これ と関連 したすべ て

の分野 に対 す る研 究」 で あ り(同 条第1項)、`脳 科 学'と は、 「脳 の神経 生物学

的構造 お よび認知 、思 考、言 語心 理 お よび行動等 の高等神 経精 神活 動 に対 す る

包括 的 な理 解 の た めの基礎 学 問 」で あ り(同 条第2項)、`脳 医..r学'と は、 「脳

の構造 お よび機 能 上 の欠陥 と脳の 老化 等 に起 因 した身体 的 ・精 神 的疾 患お よび

障害 に対 す る原 因究 明 とこれ の治療 、予 防等 に関 す る学 問」で あ り(同 条第3項)、

`脳工学'と は
、 「脳 の高度 の知 的情報 処理構 造 と機 能 を理解 して、 これ の工 学

的応用 のた めの理 論 お よび技 術 に関 す る学 問」 をい う(同 条第4項)。 そ して、

「政 府 は、 脳研 究促進 を支援 す るた めの施策 を講究 して、 これ を積極 的 に推進 し

な けれ ばな らない」(法 第4条 第1項)。 また 「関係 中央行 政機 関 の長 は、所管 別

に脳研 究促 進 のた めの計画 と前 年度推 進実 績 を科学 技術 部長 官 に提 出 しな けれ

ぼな らない 」(法 第5条)。

`情報電子科学技術(IT)'の うち情報通信 イ ンフラ等 の振興 な どに関 して は
、

`電子政 府 具現 のた めの行 政業務 等 の電子化促 進 に関 す る法 律'
、情 報化 促進 基

本法、情報 通信 基盤保 護法、`情 報 通信網利用 促進及 び情報 保護等 に関す る法律'、

`公共機 関 の個 人情報 保護 に関 す る法律'
、`公 共機 関 の情報公 開 に関 す る法律'、

電子 取 引基 本 法 、電子 署名 法、 通信秘 密保 護法 、電 気通 信基本 法 、電 気通信 事

業法 な どに規 定 され て お り、特 に これ らの科 学技術 法制 に は科学発 展 に随伴 し

て現 れ得 るその逆 機能 か らプ ライバ シー等 の個 人情 報侵 害 の保 護 な どを規 定 し
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て い る。 この ほか に、`原 子 力'科 学 技術 に関 して は`原 子 力法'が 「原 子力 の

研究 ・開発 ・生産 ・利用 似 下 「原子力利用」 という。)と これ に伴 う安全 管理 に

関す る事 項 を規 定 して、学術 の進 歩 と産 業 の振興 を促進 す る こ とで、 国 民生 活

の 向上 と福 祉 の増進 に寄 与 す る とともに、放 射線 に よる災害 の 防止 と公 共 の安

全 を図 る ことを目的 として」(法第1条)制 定 された。 ここに`原 子力'と は、 「原

子核 変化 の過 程 にお いて原子核 か ら放 出 され るすべ て の種類 のエネ ル ギー」 を

い い(法 第2条 第1号)、`核 物 質'と は、 「核 燃 料 物質 お よび核 原料 」 を い うが 、

`核燃料物 質 とは 「ウ ラニ ウム ・トリウム等 原子 力 を発 生 す る ことので きる物

質 で、大 統領 令 が定 め る もの」 をいい、 核 原 料 物質'と は、 「ウ ラニ ウム鉱 、

トリウ ム鉱 その他核 燃 料物質 の原 料 にな る物 質 で 、大統領 令 が定 め る もの」 を

い う(同 条第2号 、3号 、4号 〉。 そ して`放 射 性 物質'と は、 「核 燃料 物 質 ・使

用後 核燃 料 ・放 射性 同位元素 お よび原子核 分 裂 生成 物」 をい い(同 条第5号)、

`放射 性 同位 元 素'と は
、 「放 射線 を放 出す る同位 元 素 とその化 合物 の うち大統

領令 が定 め る もの」 をい い(同 条第6号)、`放 射線 とは、 「電磁 波 また は粒 子

線 の うち直接 また は間接 に空気 を電離 す る能 力 を有 す る もので、 大統領 令 が定

め るもの」 をい う(同 条第7号 〉。

皿.韓 国における科学技術に関連する基本権論議の方向

1.

`科学技術 と基 本権'と い う議題(agenda)も また
、現在 にお いて急 に特異 性

を見 せ る よ うにな った論 議 とい うよ りは、 つね にそれ ぞれ の時代 ご との発 展 に

伴 う、 そ の時代 に適 合 した新 た な何 か を創 出 しよ う とす る人 間の理 性 の恒 常 的

な更 新 の過 程 で あ るに過 ぎな い。

中世 に おけ るガ リレオ ・ガ リレイ の地 動説 を考 えて見 る と良 い。 汽車 と自動

車 の普 及 に伴 う石油 燃料 の使用 とこれ に伴 う人 間の 自由な活動領 域 の拡 大 に備

え る環 境権 の 問題 、 ラジオ とテ レビの登場 に伴 う言論 の 自由の新 た な認 識 な ど

が、近 世 な い し近代 にお け る科学技 術 の発展 とその基本 権 との関係 として考 え

られ るな らぼ、 イ ンターネ ッ トと電子情報 な い し通 信 技術 の発 展 に伴 う言 論 ・

通 信 の融 合 や 情 報 プ ライ バ シ ー権 とい う新 た な領 域 の 登 場 、 生 殖 複 製 技 術
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(reproductivetechnology)の 発展 に伴 う世代 間の権 利問題 な どの生命 科学工学

の発 展 に よ る人 間 の尊厳性 に対 す る新 しい認識 に関連 して提 起 され る基本権 的

課題 な どが 、今 日の諸 問題 の一側面 で あろ う。 その よ うに して 問題 化 す る個別

基本 権 は、 新 しい科 学技術 の発展 に伴 う状況 の変化 に対 す る新 た な価 値 的接近
12?

に従わなけれぼならない し、環境権などはその良い例 といえよう。

各時代は、そして各世代は、それが解 けるだけの自らに賦課された課題を持

つのである。

そのような点で、科学技術に対する基本権的判断は、科学技術の発展に伴 う

当代の一般的な世界観ないし法的価値観念の表現 として具体化される、そのよ

うな論議にならなければならない。科学技術発展の諸様態に関連 して、一つ二

つの特異な事項を誇張 した事実認識に基づいて行 う悲観的な、そして懐疑的な

観点か らの事物 と現象に対する規範的裁断などは、科学技術時代における基本

権 という論議から外れて、多分に世界観的自己告白の場に止まる可能性が大き

い。基本権的論議は、結局、法的論議である。その法は、科学的論議が規範化

される内容のものでなければならない。また同時に、科学技術の発展にも耐え

得る技術中立的姿勢を持たなけれぼならない。基本権的論議は、これを実現 さ

せるものでなけれぼならないのである。

科学技術時代における基本権の問題 または科学技術発展の憲法上の課題 とも

いい得 るこの包括的な問いは、それぞれの時代 ごとに議題 として存在 し得 る具

体的現実を規範的に解いてい く過程から接近することによって、論議の具体性

と実際性を担保できるのである。我々の具体的現実において存在 しなかった り

近い将来に成立することが困難な、 しか し充分に想定することのできる架空的

なあるもの、またはあ り得る何かを予想 して展望する論議はややもすれば`常

識'に 基づいた未来予測的自己認識 と知識の告白に止まる可能性が大きい。電

子情報科学技術の発展に伴 うプライバシー権の問題においても良 く見 られたこ

とであるが、 このような傾向は特に生命科学工学に関連 した論議の場合に顕著
13)

な もの で あ る。科学 技術 と基 本権 とい う、 この論議 が、 その よ うな危険性 に陥

らない よ うに しよ う とす るな らば、我 々 の論議 が具体 的かつ現 実 的 な問題 を対

象 とす る法 的観 点 の上 にたっ もので な けれ ばな らない。 科学 技術基 本法 な どが

持 って い る視 覚 を探 る こ とも、 これ を解 くため の一 つ の接 近 方式 で あ ろ う。
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科学技術法制 に関す る一般法 と見 る こ とので きる`科 学技術基 本法(2000年12

月15日 制定、最新改正施行2004年9月1日)'は 、第2条 で そ の基本理 念 を 「科学

技術 の研 究 開発 とその活用 が 、人 間の尊厳 を基 とし、 自然 環 境 お よび社 会 倫 理

的価値 と調和 を形 成 し、科 学技 術人 の 自律 性 と創意 性 が尊 重 され る よ うに」 す

るもの と規定 して い る。 これ は科学 技術 時代 にお いて も依 然 と して その基 本 と

なる基本 権 は、憲法 第10条 の人間 の尊厳 と価 値 で あ る ことを知 り得 るので あ る。

また 「科学技 術人 の 自律 性 と創 意性 の尊重 」 を規定 す る こ とで、 その精神 的財

産 権 の保 護 が結局 は彼 らの 自律性 と創 意性 の尊 重、 す なわ ち、科学 技術 者 たち

の学問 の 自由の結果 を保 護 す るための もので あ る とい う点 も知 るこ とが で きる。

また、科学技術 は、環境権で ある とか、 また は他 の基本権 的価値 との調和 に従 っ

て、 その基本権 的位 相 が定 め られ る とい え よ う。特 に同法 第3条 で は`他 の法

律 との関係'と して 「科学 技術 に関 す る他 の法 律 を制定 また は改正 す る場 合 に

は、 この法律 の 目的 と基 本 理念 に合 うよ うに しな けれ ばな らな い」 と規 定 す る

こ とで、科学 技術 関連法 制 と国民 の基本 権 の関 係が 、上 で 見 た よ うに、 人 間 の

尊 厳性 、財産権 そ して環 境権 等 々が互 い に関連 また は衝 突 す る基 本権 で あ るこ

とを知 り得 るので あ る。

国家 の科学 技術保 護義 務 な どに関連 して`科 学 技術 基本 法'は 、 第4条 第1

項 で 「国家 は、科学 技術 の発 展 のた めの総 合的 な施 策 を樹 立 して推進 しな けれ

ぼな らな い」 とし、 同条 第2項 で は 「地 方 自治 団体 は、 国家 の施 策 と地域 的特

性 を考慮 して地 方科 学技 術振 興施 策 を樹 立 して推 進 しな けれ ば な らない」 こ と

を規 定 して い る。 そ して、 この た めに 「政府 は、 科学 技術 の革新 が国家発 展 の

中枢 的 な役 割 を遂 行 で き るよ うに科学技 術政 策 を優 先 的 に考慮 して、 これ に必

要 な資源 を最大 限 に動員 ・活用 す るよ うに努力 しな けれ ばな らな い」(法 第5条

第1項)と し、 「政 策形 成 お よび政 策執行 の科学化 と電子 化 を促進 す るた め に必

要 な施策 を樹 立 して推進 しな けれ ぼな らない」(同 条第2項)と 定 め る。 そ こで、

同法第5章 で は`科 学技術 基盤 強化 お よび革新 環境 造成'と い う章 を設 けて、

国家 の科学 技術知 識 ・情報 の管 理 ・流通 や研究 開発施 設 ・装備 の高度化 、 さ ら

には科 学研 究 団地 等 の造成 お よび支援 な ど、細 部 にわた って規 定 して い る。 ま

た このため に、c技 術 開発促進 法(2001年4月26日 全面改正)'を 制定 した。 こ こ
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に、 「技術 開発 とは、産 業技術 の研究 お よび その成 果 を利用 して材 料 ・製 品 ・装

置 シス テム お よび工 程等 に適用 す るこ とが で きる新 しい方 法 を探 し出す活 動 を

いい、模 範製 作 お よび工業 化 中間試 験 の過程 まで を含 む」(法 第2条 第1項)。 そ

して 「政府 は、技術 開発 の成 果 また は導入 技術 の消化 改 良 に よって国 内で最初

に企 業 化 す る者 、お よび技術 開発 のた め に試験研 究用 の物 品 を購 入 し、 また は

研 究施 設 の設 置 を しよ う と思 う者 に対 して、財 政 ・金 融 支援等 技術 開発 を奨励

す るた めの支援施策 を講 じな けれ ばな らない」(法 第3条)。 また 墓 礎 科学研 究

i振興法(1989年12月30日 、最新改正2001年5月24日)'が 制定 され、 「自然現象 に

対 す る新 しい理 論 と知識 を定 立す るた め に行 われ る基礎研 究活 動 」 を 「効率 的

に支 援 ・育 成 し、創造 的研 究 力量 を蓄積 して、優秀 な科学 ・技 術 人力養 成能 力

を培 養 す る こ とで、 科学 文化 の暢達 と新 技術 の創 出 に尽 くす こ とを 目的」 とし

てい る。

国 民 の科学技 術 に対 す る権 利 に関 して`科 学技術 基本 法'第4条 第3項 は、

「科学 技術 人 は、経済 と社会 の発展 のた めに科学技術 の役 割が非 常 に大 きい とい

う点 を認 識 す る とともに 自身 の能 力 と創 意 力 を発 揮 して、 この法 律 の基本 理念

を具現 す る と ともに科 学技術 の発 展 に尽 くさな けれ ばな らない」 と規 定 す るこ

とで、 間接 的 なが ら この権利 を法 的 に認 定 してい る。 したが って、 「政府 は、科

学 技術 政 策 の透 明性 と合理性 を高 め るた め に、科学 技術政 策 を形 成 して執 行 す

る過 程 に民 間専 門家 また は関連 団体等 を幅広 く参画 させ て一般 国 民の多様 な意

見 を集 め るこ とがで きる方案 を用 意 しな けれ ばな らない」(同法第5条 第3項)と

定 め られ て い るので あ る。

3.

今 日、科学技術の発展およびそれに伴 う逆作用によって侵害される可能性の

ある国民の権利利益を保護するためには、各個別基本権の性格、なかでも特に

その客観法的性格に対 して広 くかつ深 く論議する必要性が強調されなければな

らないであろう。科学技術の発展またはその発展に随伴する逆作用からもた ら

される侵害が、その範囲において個人的な側面に限られず、一般 的で広範囲で
i4)

あるという点を考慮するとき、これを規律する科学技術法規の分野ではそれだ

けに個人的権利救済中心の基本権的接近 よりは科学技術法制の適法性確保ない
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I5)

し基本権の客観法的統制などにより多 くの価値 と比重を置 くべ きである。なぜ

なら、社会国家、文化国家、情報国家への傾向の中で漸増する科学技術関連法

制の増加は、それに対応する個人の権利利益救済 という面にのみ限定 していて

は、その全体的過程を基本権的視覚から把握するのが困難であるからである。

個人の主観的動機による権利救済に関連 した基本権的統制にのみ関心を集中す

ることは、それ とは直接的関連性は持たないように見えても公益的かつ客観的

な統制に関連 した問題点に対する基本権的接近の過程を見失わせかねないので

ある。 したがって、各個別的行為の結果に対する個別化 した統制に対 してだけ

でな く、科学的意思の決定過程や、その組織および執行過程に対 しても充分な

論議をすることができる契機 を捉えることが、科学技術 と基本権の問題を論議

する重要な場になるであろう。

そのような意味における基本権的接近において依然 として最 も重要なことは、

やはり人間の尊厳 と価値を規定 している憲法第10条 第1文 前段(す べて国民は、

人間としての尊厳と価値を有し)の 意味について恒常的に確認するという姿勢であ
　

る。 マ ックス ・ウ ェーバ ー(MaxWeber)の 合理 的支配 とい う公準 が、近 代科

学 の発達成 果 に よる ところの大 きい`入 間 に対 す る科 学的 認識'か ら始 まった
ユア　

ものであるならば、その基礎は、神話が支配する自然 と区別 される人間の理性

を覚醒させた近代の科学の発展 という観点に由来するのである。発達 した科学

は、窮極的に人聞の理性の拡張をもた らす。そのような点で、人間の尊厳 と科

学の発達は、本質上、比例的に上昇する関係にあるもの といえよう。近代科学

の発達が天賦人権 としての人間の権利を根拠づけた自然法的世界観をもたらし

た とすれば、現代科学技術の発展もまた窮極的には、そのような人間の存在に

対する高揚 した自然法的な信頼をさらに高 く持っ ことに基盤を置かなければな

らない。尊厳 性を備える`人 間'の 範疇には、現存する人類 としての人間だけ

でな く、後世にも依然 として存在 し、また存在 しなければならない未来世代の

人類ないしその後世代をも含むものでなけれぼならない。た とえ彼 らは今 ここ
エの

で の法秩序 の主体 ない し基本 権 の主体 として機 能 す るもの で は ない と して も、

現 在 の人 間 とその種 において差 異が あって はい けな い とい う接 近 方 式が含 まれ

な けれ ばな らない し、 また その よ うな人 間 に対 す る`自 然'を 単 な る調整 の客

体 か ら世代 を引 き継 いで い く人類 の同伴 す る主体 として認識 で き る ように もな
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るで あ ろ う。 その とき、将来 にや って来 る各々 の時代 にお け る人類 の人 問 とし

て の本 性 が十 分 に遂 行 され得 るので あ る。 このた め には、 人 間の尊 厳 と価 値 と
20)

いう憲法第10条 の意義 と範疇の確定についての ドグマ的姿勢か ら脱皮 して、 よ

り包括的で肯定的な価値判断に適 った基本権的接近の姿勢を持つことが恒常的
21)

に要求されると思われる。

BT、NT、ITな どの今 日の科学技術の発展が共同体に及ぼす影響力の範

疇が非常に広いという点を勘案するとき、基本権の客観的法秩序 としての性格、

すなわちその客観法的原則規範 としての性格を強調することは、科学技術 と人

間の尊厳性 との関係を、個人、個人に対する微視的なそして原子化 された関係

を越 えた、巨視的なそして個々人の集合体 に対する関係である、科学技術 と基

本権 との間の規範的問題 として論ずることを可能にするであろう。これは例え

ば、科学問題関連訴訟におけるその基本権的救済のための諸方式の転換をもも

たらすことになる。個人対個人の関係に対する訴訟において、その権利利益の

救済を図ろうとする場合に、より広い範囲の訴訟法的手段、例えば集団訴訟 ま

たは客観訴訟を法制化するなどの可能性 も出て くるであろう。裁判官はこのよ

うな種類の訴訟に対する判断を行 うにおいて、相当な程度で基本権の客観法的

性格に由来する客観的視覚、すなわち国家 と社会 という全共同体的観点からこ

れを眺めることができるようになる。科学技術に関連 した訴訟における個人的

権利の救済 という次元を越 えて、 もう少し広い眼目で これを眺めることができ

るようにするのである。それは科学技術の発展により受けるようになる一般人

の利益 と、それによって現れ得 る逆作用による国民の権利利益への侵害等 との

問の利益を衡量するにおいて考慮せざるを得な くなる韓国憲法第37条 第2項 の

「必要な場合」 という比例性原則の適用においても、相当な機能を発揮するであ

ろう。このとき、その比較衡量の要素 と称されるものに対する評価における科
22)

学技術者たちの価値判断、そしてv的 法感情ないし普遍的倫理観などは、裁

判官の規範判断に相当な基準 として作用するようになるであろう。

注

1)http://WWW.iview21.com/snu/intro.htmソ ウル大学校 ナ ノ科学技術 協同課程、参照。付

言すれ ば、 これ らの三 つ の分野 は互 いに密 接 な関係 を有 して い る とい うこ とがで き る。何
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よ りもその研究 分野 が学 際間 の研 究 の枠組 み を持 ってい るためで あ る。例 えぼ、 その`研

究分野'を 見れ ば、 ナ ノ水準 の構 造 と物理 現象、 ナ ノ化 学反応 と原子 分子現 象、分子 水準

素材合性、分子 水準の生物現 象、ナ ノ素子、ナノシステム、ナ ノ連結論理 と量子 コンピュー

タ、 ナ ノ弱伝達 体 系、 ナ ノ医学 素材 と機構 な どが 開設 されて い るた めで あ る。

2)例 えば、JohnH.Barton/丁 相朝訳 「技術 が法制度 に及 ぼす影響 一 韓 国 の視 覚か らの

検討」 『法学』(ソ ウル大学校 法学研究所)第38巻 第3・4号 通巻第105号(1997.12)、 参

照。

3)特 に生命 科学工学 に関連 して は、金 沫 甲 「人体生 命工学 の発 展 に伴 う公 法 上 の問題 点」

『JurisForum』(忠 北大法学研究所)創 刊号(1998 .10.〉;金 燗 盛 「生命工学 の憲法 的問

題 」 『憲法 学研究』(韓 国憲法 学会)第5巻 第2号(1999.10.);ノ ・ヒョクチ ュン 「人間

複 製 の法理 一 憲法上 問題 点 と立法論 を中心 に 一 」 『法曹』第523号(2000.4.);鄭 淵詰

「遺 伝工学 に対 す る憲 法学 的研究 」 『東 義法 政 』(1995 .11.)等 の文 献 が あ る。

4)筆 者 もや は り1998年 の 『憲 法学(全 訂版)』(法 文社)、2002年 の 『憲法(初 版)』(法 文

社)、 そ して2004年 『憲法(新 版)』(法 文社)な どを通 して、 この よ うな点 を説 明 して き

た。

5)人 間の尊厳 、特 に ドイ ツのボ ン基本 法 の構 造 の中での人 間の尊厳 に対 しては、塩 津徹 『現
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国公 法学 会)第30輯 第1号(2001.12.)、 参照。
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